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１ 令和８年度介護報酬改定に伴う、介護職員等処遇改善加算の拡充について

※ 出典：厚生労働省 老健局「令和８年度介護報酬改定について」を一部抜粋

令和８年６月サービス提供分から、介護職員処遇改善加算が以下のとおり拡充されました



また、様式は、３種類となります

ウ：「ア」、「イ」以外の事業所ア：居宅介護支援事業所に

原案作成を委託している

地域包括支援センター

（原案作成委託料の支払対象として
介護予防支援の介護職員等処遇
改善加算がある場合）

イ：地域包括支援センターから

原案作成の委託を受けている

居宅介護支援事業所

（原案作成委託料の支払対象として
介護予防支援の介護職員等処遇
改善加算がある場合）
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令和８年度介護報酬改定に伴い、介護職員等処遇改善加算が拡充されることから、

が令和８年８月（６月サービス提供分・７月審査分）から事業所の種類によって、様式が異なります

(1) 介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ

4ページへ 13ページへ

22ページへ

3ページ
「【参考】介護予防支援費の請求があった場合の
介護職員処遇改善加算等のお知らせの発送パターン」をご覧ください

２ 介護職員処遇改善加算等のお知らせに係る帳票のレイアウト変更について

(2) 介護職員処遇改善加算等内訳のお知らせ



事業所
原案作成委託料の

支払状況

当該事業所の
介護職員等

処遇改善加算体制

介護職員処遇改善加算等の
お知らせに係る帳票の様式

地域包括支援センター

委託料なし

加算あり ウ：「ア」、「イ」以外の事業所

加算なし 該当なし

委託料あり

加算あり ア：地域包括支援センター

加算なし 該当なし

居宅介護支援事業所

委託料なし

加算あり ウ：「ア」、「イ」以外の事業所

加算なし 該当なし

委託料あり

加算あり イ：居宅介護支援事業所

加算なし
イ：居宅介護支援事業所
（原案作成委託料分欄のみ計上）

【参考】介護予防支援費の請求があった場合の
介護職員処遇改善加算等のお知らせに係る帳票のパターン
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※ 保険者が本会に、原案作成委託料支払事務を委託している場合に限ります



以下の点に該当した地域包括支援センターが該当します
・ 介護職員等処遇改善加算等の体制がある
・ 居宅介護支援事業所にケアプラン原案作成を委託している
・ 委託先である居宅介護支援事業所へ原案作成委託料及び介護職員等処遇改善加算
等の支払いがある
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ア：居宅介護支援事業所に原案作成を委託している

地域包括支援センター



① ＜お知らせの内容について＞欄の変更

② 「介護職員処遇改善加算等の加算総額」欄の変更

令和８年８月（６月サービス提供分・７月請求分）から
以下の２点が変更されます

変更後
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(1) 「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」の変更内容

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋



① ＜お知らせの内容について＞欄の変更

変更内容は、以下のとおりです
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変更後変更前

対象加算が整理されます

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋

追加変更されます



② 「介護職員処遇改善加算等の加算総額」欄の変更

変更内容は、以下のとおりです
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各サービスの小計欄が追加されます

変更前 変更後

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋

（内 委託先支払分）が追加されます

※ 「内委託先支払分」には、自都道府県内の被保険者に係る原案作成委託料分を計上しています

「※」欄が追加されます

・ 旧介護職員処遇改善加算
・ 旧介護職員等特定処遇改善加算
・ 旧介護職員等ベースアップ等支援加算

制度改正に伴い、分かれていた以下の3つの加算の表記が、

に変更及び集計されます

(令和8年5月以前)介護職員等処遇改善加算等



1 介護職員等処遇改善加算総額

サービス提供年月が令和8年6月以降の介護職員等
処遇改善加算が計上されます

２ (令和８年５月以前)介護職員等処遇改善加算等総額

サービス提供年月が令和8年5月以前の介護職員等
処遇改善加算等が計上されます

３ （内 委託先支払分）
「介護職員等処遇改善加算総額」欄に含まれる金額のうち、

地域包括支援センターが委託先である居宅介護支援事業所へ
支払う金額が計上されます

介護職員処遇改善加算等の加算総額の計上は、以下のとおりです
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変更後

※ 「介護予防ケアマネジメント費」については、
「介護予防・日常生活支援総合事業サービス」に計上されません

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋



（2） 「介護処遇改善加算等内訳のお知らせ」の変更内容

主な変更内容は、以下の３点です

① 「加算区分」欄の対象加算を追加

② 「※」欄を変更
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※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋

変更後

③ 原案作成委託料欄等を追加



変更内容は、以下のとおりです

① 「加算区分」欄の対象加算を追加
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※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋

変更後変更前

加算Ⅰイ、加算Ⅰロ、
加算Ⅱイ、加算Ⅱロが追加されます



変更内容は、以下のとおりです

② 「※」欄を変更
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変更前

変更後 下線部が追加されます

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋



● 「委託先支援事業所番号」、「委託先支援事業所名」、「委託先支払分」が追加されます

・ 原案作成を委託している場合に出力されます

● 各委託先支援事業所の小計が追加されます

● 介護職員等処遇改善加算に係る「（委託料控除後）」の金額が追加されます
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③ 原案作成委託料欄等を追加
変更内容は、以下のとおりです

変更後
※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋
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イ：地域包括支援センターから原案作成の委託を受けている

居宅介護支援事業所

以下の点に該当した居宅介護支援事業所が該当します
・ 地域包括支援センターから原案作成の委託を受けている
・ 委託元である地域包括支援センターから原案作成委託料及び介護職員等処遇改善加算
等の支払いがある



① ＜お知らせの内容について＞欄の変更

② 「介護職員処遇改善加算等の加算総額」欄の変更

令和８年８月（６月サービス提供分・７月請求分）から
以下の２点が変更されます

変更後

-14-

(1) 「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」の変更内容

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋



① ＜お知らせの内容について＞欄の変更

変更内容は、以下のとおりです
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変更後変更前

対象加算が整理されます

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋

追加変更されます



② 「介護職員処遇改善加算等の加算総額」欄の変更

変更内容は、以下のとおりです
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各サービスの小計欄が追加されます

変更前 変更後

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋

「原案作成委託料分」が追加されます

「※」欄が追加されます

・ 旧介護職員処遇改善加算
・ 旧介護職員等特定処遇改善加算
・ 旧介護職員等ベースアップ等支援加算

制度改正に伴い、分かれていた以下の3つの加算の表記が、

に変更及び集計されます

(令和8年5月以前)介護職員等処遇改善加算等



1 介護職員等処遇改善加算総額

サービス提供年月が令和8年6月以降の介護職員等
処遇改善加算が計上されます

２ (令和８年５月以前)介護職員等処遇改善加算等総額

サービス提供年月が令和8年5月以前の介護職員等
処遇改善加算等が計上されます

３ 原案作成委託料分

委託元である地域包括支援センターから
支払われる介護職員等処遇改善加算の金額が計上されます
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変更後

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋

※ 「介護予防ケアマネジメント費」については、
「介護予防・日常生活支援総合事業サービス」に

計上されません

介護職員処遇改善加算等の加算総額の計上は、以下のとおりです



（2） 「介護処遇改善加算等内訳のお知らせ」の変更内容

主な変更内容は、以下の３点です

① 「加算区分」欄の対象加算の追加

② 「※」欄の変更
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変更後

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋

③ 原案作成委託料分欄等の追加



変更内容は、以下のとおりです

① 「加算区分」欄の対象加算を追加

-19-

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋

変更後変更前

加算Ⅰイ、加算Ⅰロ、
加算Ⅱイ、加算Ⅱロが追加されます



変更内容は、以下のとおりです

② 「※」欄を変更
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変更前

変更後
下線部が追加されます

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋



● 介護職員等処遇改善加算に係る原案作成委託料を出力する「原案作成委託料」が追加されます

● 原案作成委託料分について、介護予防支援の行に小計が追加されます

帳票レイアウト（一部抜粋）は、以下のとおりです
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③ 原案作成委託料分欄等を追加

変更後
※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋



ウ：「ア」、「イ」以外の事業所
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「ア：地域包括支援センター」及び「イ：居宅介護支援事業所」以外の事業所が該当します



① ＜お知らせの内容について＞欄の変更

② 「介護職員処遇改善加算等の加算総額」欄の変更

令和８年８月（６月サービス提供分・７月請求分）から
以下の２点が変更されます

変更後
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(1) 「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」の変更内容

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋



① ＜お知らせの内容について＞欄の変更

変更内容は、以下のとおりです
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変更後変更前

対象加算が整理されます

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋

追加変更されます



② 「介護職員処遇改善加算等の加算総額」欄の変更

変更内容は、以下のとおりです
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各サービスの小計欄が追加されます

変更前 変更後

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋

・ 旧介護職員処遇改善加算
・ 旧介護職員等特定処遇改善加算
・ 旧介護職員等ベースアップ等支援加算

制度改正に伴い、分かれていた以下の3つの加算の表記が、

に変更及び集計されます

(令和8年5月以前)介護職員等処遇改善加算等



1 介護職員等処遇改善加算総額

サービス提供年月が令和8年6月以降の
介護職員等処遇改善加算が計上されます

２ (令和８年５月以前)介護職員等処遇改善加算等総額

サービス提供年月が令和8年5月以前の
介護職員等処遇改善加算等が計上されます

　　  

3,800

0

0

指定サービス等

介護職員処遇改善加算等の加算総額

　(令和8年5月以前)介護職員等処遇改善加算等総額

  介護職員等処遇改善加算総額 3,000

800

  介護職員等処遇改善加算総額 0

地域密着型サービス

　(令和8年5月以前)介護職員等処遇改善加算等総額

  介護職員等処遇改善加算総額 0

0

介護予防・日常生活支援総合事業サービス

　(令和8年5月以前)介護職員等処遇改善加算等総額 0
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変更後

※ 「介護予防ケアマネジメント費」については、
「介護予防・日常生活支援総合事業サービス」に
計上されません

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋

介護職員処遇改善加算等の加算総額の計上は、以下のとおりです



（2） 「介護処遇改善加算等内訳のお知らせ」の変更内容

主な変更内容は、以下の２点です

① 「加算区分」欄の対象加算を追加

② 「※」欄を変更
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変更後

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋



変更内容は、以下のとおりです

① 「加算区分」欄の対象加算を追加

＜出力加算＞
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変更後変更前

加算Ⅰイ、加算Ⅰロ、
加算Ⅱイ、加算Ⅱロが追加されます

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋



変更内容は、以下のとおりです

② 「※」欄を変更
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変更前

変更後 下線部が追加されます

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋



【参考】令和８年７月（５月サービス提供分、６月審査分）までの様式
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(1) 介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ (2) 介護職員処遇改善加算等内訳のお知らせ

※ 出典：国保中央会資料を一部抜粋


